
令和 2年 11月改定 

 

官民有地境界協定の手引き（加西市都市整備部用地課） 

 

協定の申請者は、官民有地境界協定申請書に、当該各号に掲げる図書を添付して提出

するものとする。なお、申請書の部数は正本一部とする。 

 

１．申請者 

 

境界協定の申請は、当該民有地の登記簿上の所有者が行うものとする。 

ただし、次の各号に掲げる場合において、事前に市長が認めたときは、当該各号に定

めた者が申請を行うことができる。 

(1) 登記簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合にはその者。ただし、所

有権を証する書面(売買契約書、土地売渡承諾書)を添付すること。 

(2) 土地所有者が法人の場合には、その法人の代表者。 

(3) 共有の場合には、共有者全員の連名。 

(4) 登記簿上の所有者が死亡している場合には相続人。ただし、相続を確認できる書

面(戸籍謄本、住民票等)を添付すること。なお、相続人が複数である場合には全員の

連名で申請すること。 

(5) 遺産分割協議書（印鑑登録証明書及び相続を証する書面を添付）がある場合は、

遺産分割協議書によって特定された相続人。 

(6) 登記簿上の所有者が未成年者等の場合には法定代理人。ただし、法定代理人であ

ることを証する書面を添付すること。 

(7) 公共工事等のために境界協定を必要とする場合には、土地所有者の委任状を添付

の上「公共団体」が申請できるものとする。 

 

２．代理人 

 

土地家屋調査士、行政書士などが、申請者に代わって事務の全部又は一部を代理する

場合には、委任状を提出するものとし、委任状記載の事務を行うことができるものとす

る。なお、復代理人も同様とする。 

 

３．申請理由 

 

申請書に、境界協定申請をするに至った境界確定後の理由（開発行為、土地分筆、地

積の確定、売買、用地買収等）を明記すること。 

 

４．印鑑登録証明書 

 

申請書に使用する印は、登録印鑑を使用するとともに印鑑登録証明書を添付すること



（申請時から遡って３ヶ月以内に発行されたもの）。なお、法人の場合は(「公共団体」

を除く)代表者の資格証明書も添付すること。 

申請者の現住所が土地登記簿謄本記載の住所と異なっている場合は、住所異動の確認

ができる書面(住民票、商業登記簿謄本等)を添付すること。（原本還付の場合は写しに

原本証明をすること。） 

 

５．委任状 

 

(1) 委任状には代理権限を明記すること。（境界協定申請書の作成、提出、現地立会、

境界承諾、受領等） 

(2) 委任者は氏名を自署し、印鑑登録印を押印すること。 

(3) 法人の代表者がその支社等の代表者に権限委任している場合、その委任の内容が

確認できる権限委任規則、内規等の写しを提出すること。この場合に、代理人を選任

する権限を委任する場合は、その旨代理人への委任状に記載すること。 

 

６．位置図 

 

縮尺は申請地の位置を表示するのに適当な１/1,500～１/2,500とし、周辺の地形及び

方位を略記し、かつ、建物、 道路橋、神社、鉄道その他主要な物件を記入した図面に、

当該申請地を着色したものとする。ただし、既刊の地図（住宅地図等）に当該申請地を

表示したものをもって代えることができるものとする。 

 

７．公図 

 

(1) 法務局備え付けの公図より、当該申請地、隣接地、対側地及び関係土地を転写し

たものを添付すること。なお、この場合、閲覧場所、閲覧日、閲覧者の資格及び氏名

を記載・押印する。 

(2) 公図は、申請時から遡って３ヶ月以内に転写したものであること。 

(3) 公図に着色がある場合は、必ず同色で着色すること。 

(4) 国土調査法、土地改良法、土地区画整理法等による正確な地図（不動産登記法第

14条 1項に基づく地図）のある地区については上記同様に作成の上、提出すること。 

(5) 字界等により、申請地、隣接地、対側地及び関係土地で複数の地図に分かれてい

る場合には、合成図を作成すること。 

 

８．地積測量図 

 

 申請地、隣接地、対側地、関係地（道路有地番）等について、地積測量図があれば必

ず添付すること。 

 地積測量図については、閲覧場所、閲覧日、閲覧者の資格及び氏名を記載・押印する

こと。 



 

９．登記事項証明書 

 

(1) 申請地  申請時から遡って３ヶ月以内に発行された全部事項証明書または登記

情報提供サービスによる登記情報の写しを添付すること。全部事項証明書の写しを添

付する場合は、原本を持参のうえ原本還付を受けること。登記情報提供サービスによ

る登記情報の写しを添付する場合は、閲覧者が記名・押印のうえ、閲覧内容と相違な

いことを証明すること。 

(2) 隣接地、対側地  申請時から遡って３ヶ月以内に発行された全部事項証明書も

しくは登記事項要約書（登記情報提供サービスによる登記情報の写しでも可）を添付

すること。全部事項証明書の写しを添付する場合は、原本を持参のうえ原本還付を受

けること。登記情報提供サービスによる登記情報の写しを添付する場合は、閲覧者が

記名・押印のうえ、閲覧内容と相違ないことを証明すること。 

   市有地、県有地等についても、必ず添付すること。 

 

１０．土地調書 

 

(1)  申請地及び関係土地の筆数が２０筆以上の場合は、土地調書を添付すること。な

お、申請地及び関係土地の筆数が２０筆未満の場合は、公図の写しまたは合成図に土

地所有者名、地目を記載することにより、土地調書の添付を省略することができる。  

 

１１．実測平面図 

 

(1) 縮尺は原則として１/250～１/500 とし、当該申請地及び周辺の地形、構造物及び

地上物件を表示すること。 

(2) 方位、縮尺、町名及び地番、道路名等を記載すること。 

(3) 申請者が主張する境界線を朱線で表示し、境界標又は仮杭など各境界点の位置と

その点間距離を記載すること。点間距離はメートル単位で小数点第２位まで記載する

こと。 

(4) 横断面位置を平面図に記載すること。 

 

１２．実測横断面図 

 

(1) 横断面図は１/50～１/100 とし、現地の地形を表示するのに適当な縮尺で作成し、

使用した縮尺を記載すること。 

(2) 横断面図は原則として、対側構造物に対して垂直なものを作成すること。ただし、

対側に明確な構造物等がない場合には、近くの目標物に対しての横断面図を作成する

こと。 

(3) 横断面図は原則として、対側の構造物までとする。断面距離等の図面への記載は、

申請線から対側構造物までの全幅、申請線から側溝・アスファルト等の構造物ごとの



割付幅とする。 

(4) 道路名等及び地番を記載すること。 

(5) 申請者が主張する境界線を朱線で表示し、断面の各距離はメートル単位で小数点

第２位まで記載すること。 

(6) 原則として、すべての境界点について横断面を記載すること。 

 

１３．図面作成者 

 

(1) 平面図・横断面図を作成するにあたり、測量した年月日及び測量者の資格（職）、

氏名を記載のうえ押印すること。（代理人が法人であっても、測量者資格、氏名は個

人の資格、個人の氏名を記載すること。） 

(2) 製図者が測量者と別の場合には、製図者の資格（職）、氏名も記載のうえ押印する

こと。（代理人が法人であっても、製図者資格、氏名は個人の資格、個人の氏名を記

載すること。） 

 

１４．全周座標及び求積図 

 

 申請地の全周座標及び求積図は、参考資料として別途提出を求める。また、可能な限

り１枚の用紙にまとめること。 

 

１５．現況写真 

 

(1) 申請地、隣接地、対側地及び道路等の状況が把握できる写真を添付すること。 

(2) 写真撮影方向が分かる図面を添付すること。 

(3)  写真に申請者が境界として主張する線を朱線で記載すること。また、申請地番、
隣接地番及び道路名等を写真に明示しておくこと。 

(4)  隣接、対側土地所有者の現地立会状況を確認するため、証拠資料として必要な場
合は、立会い中の状況写真を添付すること。 

 

１６．現地立会 

 

(1) 申請書類一式について、申請者および利害関係人の押印前に立会を行うことがで

きる。ただし、立会に必要な資料を事前に提出すること。 

(2) 立会時には、ポール、巻尺等を準備しておくこと。 

(3) 申請者が主張する境界点を明示しておくこと。 

(4) 見通しができるように事前に障害となる雑草等を伐採しておくこと。 

 

１７．境界同意書全般事項 

 

(1) 同意書については関係者立会による合意後に提出すること。（市の立会により、図



面等の変更が生じた場合は、変更された図面での同意書の再提出となる。） 

(2) 同意書には、協定書と同じ実測平面図、横断面図及び座標や辺長が記載された図

面を添付すること。ただし、同意書の内容を図面と同一用紙に反映させた場合には、

その図面のみで同意書とみなすものとする。 

(3) 同意書への氏名の記入は、同意者が自署すること。 

(4) 同意者の住所・氏名が登記事項証明書上の住所・氏名と異なる場合は、これを証

する書面（住民票、戸籍謄本等）を添付すること。 

 

１８．隣接土地所有者の同意 

 

(1) 不動産登記法第 14条第１項地図が登記されている場合は、同意を省略できる。 

(2) 隣接土地所有者の同意は、隣接点が過去に協定された隣接点と同一であると判断

できる場合は省略できる。 

(3) 隣接土地所有者が共有の場合は、原則共有者全員の同意が必要。 

(4) 隣接土地所有者が死亡し相続登記が未了の場合、原則権利割合の過半数の同意が

必要。この場合、相続関係図及びこれを証する書面（戸籍謄本等）を添付すること。 

(5) 隣接土地所有者が法人の場合、資格証明書を添付し、その法人の社印を押印する

こと。 

(6) 隣接土地所有者と筆界確認書を交わしている場合で、本協定における隣接点と同

一であることが判断できる情報（座標）が筆界確認書の図面に記載されている場合

のみ、この筆界確認書の写しをもって同意書に代えることができる。この場合、原

則筆界確認書と合わせて印鑑証明書（写し可）を添付すること。 

 

１９．対側土地所有者の同意 

 

(1) 不動産登記法第 14条第１項地図が登記されている場合は、同意を省略できる。 

(2) 里道、水路で過去に協定がなされており、対象となる公共施設と対側地との境界

が確定しており、その境界線が確認できる場合は省略できる。 

(3) 市道の対側地の同意は原則不要。 

(4) 対側地について、地積測量図が備え付けられており、かつ座標値及び引照点距離

などの数値資料がある場合（辺長のみは不可）や、地積測量図に記載してある境界

標が現地に埋設してある場合は省略できる。 

(5) 対側土地所有者が共有の場合は、原則共有者全員の同意が必要。 

(6) 対側土地所有者が死亡し相続登記が未了の場合、原則権利割合の過半数の同意が

必要。この場合、相続関係図及びこれを証する書面（戸籍謄本等）を添付すること。 

 

２０．地元区長等の同意 

 

(1)  隣接公共施設が、法定外公共物（道路・水路）等であるとき、所在地の区長同意
が必要。農会長、水利管理者の同意を追加で求める場合あり。なお、市道について



は、事前に協議を行うこと。 

 

２１．ポイント写真 

 

(1) 境界点に設置した境界標等の写真を撮り、点名・地番等を記載した上で協定線を

朱線で明示すること。 

(2) 引照点の写真を撮り、点名を記載すること。 

 

２２．協定書 

 

(1) 協定書は２部作成し、市長及び申請者が双方押印の上それぞれ１部を保有する。 

(2) 協定図面は原則として、一枚の図面に要領よく実測平面図、横断面図、境界点お

よび引照点座標、境界標の種類、引照点から境界点までの距離を明示すること。 

(3) 官民有地境界線を朱線で表示し、点間距離を明記すること。 

(4) 申請地と隣接する全ての土地の境界線及び境界点を表示し点間距離を明記するこ

と。 

(5) 申請地周辺の地形および地上物件（家屋、工作物等）を表示すること。 

(6) 協定図面には、作成者の資格（職）氏名・印及び登録番号並びに測量年月日を明

記すること。 

(7) 引照点が公共座標の場合は、測地系（世界測地系、日本測地系）の区分を記入す

ること。 

(8) 協定書に記載する申請人の氏名は、申請人の自署とし実印を押印すること。 

(9) 協定書が複数枚になる場合は、協定人の割印が必要。 

(10) 協定図面に既協定箇所がある場合は、既協定部分について協定年月日を図面に明

記すること。 

 


